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概要 

労働衛生および労働安全の領域において現在、弱者の健康を管理し維持・保護するこ

とは公衆衛生医学上の重要な課題である。福島第一原子力発電所事故後には、事故に

よって放出された放射能の影響を軽減するため、除染作業が実施された。除染作業員

には、県外から流入したいわゆる多くの出稼ぎ労働者がその作業に従事した事が知ら

れている。以前の我々の研究では、入院した除染作業員の生活習慣病の有病率、およ

びその未治療の割合が高いことが示されている。その一方で、そういった社会的に弱

い背景をもつ除染作業員の健康状態については、いまだ十分な評価がされていない状

況にあった。本研究では、入院した状態ではない、一般の除染作業員における生活習

慣病の有病率を評価することを目的とした。 

方法は以下の通りである。本観察研究では，2016年に福島県南相馬市で除染作業員

を対象とした健康増進プログラムの一環として，生活習慣や社会的要因に関する質問

票を実施した。質問票および健康診断から抽出した高血圧、脂質異常症、糖尿病なら

びに肥満の有病率を、2016年に実施された国民健康栄養調査を 1985年モデルで年齢

調整を行なった結果と比較した。 

本研究には、合計 123人の男性除染作業員が登録され、93人（75.6％）が飲酒者で、

84人（68.3％）が現喫煙者であった。高血圧、脂質異常症、糖尿病、肥満の年齢調整

後の有病率（95％信頼区間）は、それぞれ 27.2％（20.1-34.4％）、30.4％（22.6-

38.2％）、11.3％（5.5-17.1％）、49.0％（39.0-58.9％）であった。2016年の国民健康

栄養調査における年齢調整後の有病率は、それぞれ 32.8％（31.1～34.5％）、16.1％

（14.5～17.6％）、7.0％（6.2～7.7％）、31.2％（29.9～32.5％）であった。脂質異常症

と肥満の有病率は、除染作業員の方が一般の方よりも有意に高かった。 

結論としては 一般の非入院の男性除染作業員では、肥満、脂質異常症、飲酒、喫煙

の有病率が一般の人に比べて高かった。本研究は介入研究ではないため、除染作業員

が被災地に流入したことに関連して健康状態を悪化させたかどうかを評価することは

できないが、一般的に除染作業員は、元々の健康状態に起因して、生活習慣病の有病

率が高い可能性がある。除染作業員の健康状態を継続的にモニタリングし、適切な介

入を行うことが望まれる。 
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略語 

社会経済的地位 Socioeconomic status = SES 

社会的決定要因 Social determinants of health = SDH 

世界保健機関 World Health Organization = WHO 

肥満度指数 Body mass index = BMI 

信頼区間 Confidence interval = CI 
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序論 

医療サービスへのアクセスには大きな格差があることを考慮すると、弱者の健康管理

は、医療分野において非常に重要な要素である。弱者の例としてよく知られているの

は、高齢者、慢性疾患を有するもの、障がい者、社会経済的地位（SES）の低い人な

どである[1]。既存の研究では、社会的決定要因(SDH)が健康状態に大きな影響を与え

ることが明らかになっている[2]。特に自然災害などの緊急時には、SESの低い人は、

必要な医療サービスへのアクセスが困難になる可能性がある[3]。さらに、これらの弱

者は、SESにより、貧困の悪循環を断ち切ることができず、自らの力で医療へアクセ

スすることができなくなってしまう可能性がある[2]。そのため、災害後の健康への悪

影響を軽減するためには、そういった社会的に脆弱な人々の医療へのアクセスを改善

するための適切な支援が重要となる。 

また、職業上の健康と安全は、現在世界的に医学分野において公衆衛生上の主要な課

題とみなされている。世界保健機関（WHO）は、弱い立場にある労働者を保護し、そ

の健康を管理する必要性を強調している[4]。例えば過去の研究では、移民労働者は、

職場が頻繁に変わるため、有害な職業曝露や健康状態に陥るリスクが高く、そのため

脆弱な労働者とみなされている[5, 6]。移民・出稼ぎ労働者の低い SESは、職業上の健

康リスクを高め、必要な医療サービスへのアクセスを低下させ、その結果、生活習慣

病に関連した死亡リスクを高める要因となっている[7]。特に、移民・出稼ぎ労働者の

全体的な健康と職業上の健康に関する研究は限られている状況にある。 

放射能に汚染された場所で働く労働者は、一種の移民・出稼ぎ労働者とみなされる可

能性がある。2011年 3月 11日に発生した福島第一原子力発電所における事故によ

り、福島県の浜通り地方の広範囲が放射能汚染された（図 1）。その結果、日本政府は

放射線被ばくによる健康リスクを考慮して、大規模な避難命令を発出した[8]。避難命

令を解除するのに先立ち、政府および環境省は、汚染地域の環境線量当量を低減する

ための除染プロトコルを提案し[9]、事故によって放出された放射線の影響を軽減する

ための作業に多くの出稼ぎ労働者が従事した[8, 10]。福島県内の除染作業員の数は、

2015年のピークを迎え、約 30,000～40,000人となり、福島県内外の全国から集められ

た[11]。福島第一原子力発電所事故後、発電所の北 13-38kmに位置する福島県南相馬

市は、一部が避難区域に指定された。南相馬市は、福島第一原子力発電所周辺の帰還

困難区域に最も近い居住可能地域であったため、多くの除染作業員が交通の便を考慮

して同市に滞在した。2014年以降、南相馬市では除染作業員用のプレハブ住宅が急増

した。除染作業員の正確な数は不明だが、ピーク時には約 1万人の住民票を市内に持

たない作業員が市内に居住していたとされている。現在、福島県内の住宅地や農地で

の除染は次々と完了したことに伴い、除染作業員の数は年々減少している。除染作業

員の外部被ばくによる個人線量の検出値は非常に低いとされている（2015年の平均値
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は 0.6mSv/年、最大値は 7.8mSv/年）[12]一方で、以前の調査では、除染作業員は生活

習慣病を持つリスクが高く、これは彼らの低い SESとも関連がある可能性があること

が指摘されている[13]。また以前の別の研究では、国内の出稼ぎ労働者である除染作

業員は、非出稼ぎ労働者よりも中心性肥満の有病率が高かったことが報告されている

[14]。さらに、我々の以前の研究では、病院に入院した 113人の除染作業員のうち、

多くが未治療の生活習慣病を入院時に有していたことが示唆された[15]。しかし、現

在までのところ、一般の(入院していない)除染作業員の健康状態に関する情報は限ら

れている。 

本研究の主な目的としては、一般除染作業員における生活習慣病の有病率を明らかに

することである。また、副次的な目的としては作業員と一般集団との違いを比較する

ことであった。 
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方法 

研究デザイン、設定、および参加者 
これまでの研究では、除染作業員がさまざまな健康リスクにさらされていることが示

唆されている[11]。除染作業員の生活習慣の乱れ（過度の飲食）のもっともありそう

な理由としては、放射線被曝に対する恐怖、放射線被曝リスクに関するストレス、生

活環境の変化などが挙げられる。放射線被ばくに関する恐怖やストレスは、放射線放

出災害である福島事故に特有のものと考えられるが、単身赴任などの環境要因は福島

事故に限ったことではなく、日本全国の出稼ぎ労働者が同様のリスクにさらされてい

る可能性がある。また、福島第一原子力発電所事故後の除染作業員を含むこのような

移民・出稼ぎ労働者は、SESが低いため、生活習慣病の有病率が高い可能性がある。 

生活習慣病は、英語では Non-communicable diseasesと訳される事が多く、直訳は人か

ら人へ直接感染しない病気である。Non-communicable diseasesは、生活習慣病や慢性

疾患とも呼ばれ、この多くは生活習慣が原因であり、予防が可能とされている。 

我々の研究チームは、2014年頃から除染作業員を雇用している建設会社を通じ、除

染作業員の健康増進のための活動を提案してきた。しかし、個人情報やプライバシー

の保護を理由に、多くの企業が医療職の介入を拒否した。その中で、福島県で除染作

業を行っている石川建設株式会社は、職場での従業員の健康管理と除染作業員の健康

増進プログラムの提供について協力してくれることになった。 

本研究は、除染作業員を対象とした健康増進のための介入プログラムにおいて、アン

ケートや健康診断の結果を用いて、除染作業員のベースラインの健康状態を調査した

観察研究である。本研究への参加に同意した後、参加者にはアンケートに答えてもら

い、生活習慣病の予防に関する講義と、主に身長、体重、血圧、生活習慣に関する検

査結果の解釈を受けた。約 20分の講義では、医師が不健康な生活習慣によって引き起

こされる生活習慣病のメカニズムを説明し、生活習慣病の悪化によって引き起こされ

る脳卒中や急性冠症候群の恐ろしさを伝えた。また、健康診断結果の解釈のセッショ

ンでは、複数の医師（様々な専門分野の医師）が、参加者一人ひとりの健康診断結果

を確認し、生活習慣をどのように改善すべきか、医療行為が必要かどうかを評価し、

助言を行なった。ただし、医師が直接身体診察を行うことはしなかった。また、参加

者は必要に応じて医師から個別に相談を受ける機会も設けられた。 

本研究の対象者は、石川建設株式会社に勤務する除染作業員で、南相馬市立総合病院

の医療チームが 2016年 2月 20日から 2016年 8月 23日までの間に 4回実施した健康

増進プログラムに参加した者である。本研究の対象となった 124人の除染作業員のう

ち、性差によるデータへの交絡効果の可能性を考慮して、1人の女性参加者を除外し

た。 
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調査項目 
本調査では、アンケートや健康診断の結果から得られた以下の項目を調査した。 

1. 現在および過去に医師に診断された疾患。 

2. 健康診断での高血圧、脂質異常症、糖尿病（1型糖尿病の患者はおらず、今回

は 2型糖尿病の患者を対象とした）などの生活習慣病の有無。 

3. その他（（1）居住地、（2）過去の病歴および治療中の病気、（3）年齢、（4）

身長、（5）体重、（6）アルコール摂取量、（7）喫煙状況、（8）配偶者の有無、（9）教

育水準など） 

 

変数 
本研究では、福島第一原子力発電所(双葉郡大熊町・双葉町)が立地している福島県の

浜通り地方(海沿い)とそのすぐ内陸の中通り地方(県の中央部)に居住地を持つ除染作業

員を「地元作業員」とした（図 1）。一方、「出稼ぎ作業員」とは、福島県の会津地方

(山沿い)や福島県外から来た労働者とした（図 1）。高血圧、脂質異常症、（2型）糖尿

病と診断された（またはアンケートで診断されたと回答した）労働者の数を集計し

た。各参加者の肥満度指数 BMI（Body mass index）を算出し、WHOの定義に従っ

て、BMI≧30kg/m2の人を肥満、BMI≧25kg/m2の人を超過体重と分類した[16]。 

アルコール消費量の分類については、あらゆる種類のアルコール飲料の消費を報告し

た参加者を飲酒者とした。日本の国民健康栄養調査の定義に則り、1日あたり 40g以

上のアルコール飲料、または 1回の飲酒で日本酒換算で 5合以上のアルコール飲料を

摂取していると自己申告した人を、生活習慣病のリスクが高まる高リスク飲酒者とし

た[17]。喫煙状況については、現喫煙者を特定し、現喫煙者のうち、1日に 15本以上

喫煙していると回答した人を特に記載した。配偶者の有無については、現在、結婚相

手がいる参加者を既婚者とした。未婚者は、未婚、離婚、配偶者の死亡にかかわら

ず、独身とした。教育水準は、除染作業員の社会経済的属性を評価するために用いら

れました。教育レベルは、9年以下の「低」（中学校）、10～12年の「中」（高校・専門

学校）、13年以上の「高」（大学）の 3段階に分類した。欠損データはすべて結果欄に

記載し、分析から除外した。 

 

統計解析 
カイ二乗検定を用いて、地元作業員と出稼ぎ作業員の間の肥満と高血圧、脂質異常

症、糖尿病などの生活習慣病の有病率の違いを調べた。高血圧、脂質異常症、糖尿

病、肥満の有病率をカイ二乗検定を用いて教育水準ごとに比較した。男性除染作業員

の生活習慣病それぞれについて、年齢調整後の有病率と 95％信頼区間（CI）を算出し

た。さらに、本研究と国民健康栄養調査との年齢調整有病率の差を算出した。データ

は 2016年の国民健康栄養調査の結果を用いた。年齢調整は、日本の 1985年モデルを
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用いて行った[18]。本分析では、国民健康栄養調査が 20歳以上の個人のみを対象とし

ているため、4人の労働者を除外した。また、外れ値データを除去するために、70歳

以上の労働者 1人を分析から除外した。 

 

倫理的配慮 
本研究は，南相馬市立総合病院の倫理委員会（承認番号：2-11）および福島県立医科

大学の倫理委員会（承認番号：3065）の承認を得た。本研究の参加者全員に、本研究

に参加している間に経験する可能性のある不快感や有害事象について説明し、アンケ

ートに回答する前に参加に同意を取得した。参加者全員が本研究に対するインフォー

ムド・コンセントを得た。本研究は，ヘルシンキ宣言の原則に基づいて実施された。 
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結果 

本研究では、結果的に 123人の男性参加者を対象とした。参加者のほとんどは、地元

以外の住所に住民票を持っていたため、「出稼ぎ作業員」に分類された（n=100, 

81.3%）。飲酒者は 93人（75.6％）、喫煙者は 84人（68.3％）であった。飲酒者のうち

64人（52.0％）は、生活習慣病の発症リスクが高い飲酒と考えられた。配偶者の有無

については、65人（52.8％）が未婚の状態であった。参加者のうち、21人（17.1％）

が中学以下の教育レベルであった（表 1）。 

参加者のうち、60人（48.8％）が体重過多（BMI≧25.0kg/m2）と判定された。高血圧

症は 42人（34.1％）、脂質異常症は 42人（34.1％）、糖尿病は 14人（11.4％）に認め

られた（表 2）。肥満と生活習慣病の有病率は、「地元作業員」と「出稼ぎ作業員」、配

偶者の有無、教育レベルの違いにより、統計学的に有意な差は認められなかった（表

2-1および 2-2）。 

20歳から 60歳までの除染作業員の生活習慣病（高血圧症、脂質異常症、糖尿病）と

肥満の年齢調整有病率を表 3に示す。除染作業員における高血圧症、脂質異常症、糖

尿病、肥満の年齢調整後有病率（95％CI）は、それぞれ 27.2％（20.1-34.4％）、30.4％

（22.6-38.2％）、11.3％（5.5-17.1％）、49.0％（39.0-58.9％）であった。国民健康栄養調

査における高血圧、脂質異常症、糖尿病、肥満の年齢調整済み全国有病率は、それぞ

れ 32.8％（31.1〜34.5％）、16.1％（14.5〜17.6％）、7.0％（6.2〜7.7％）、31.2％（29.9〜

32.5％）であった。脂質異常症と肥満の有病率は、除染作業員の方が一般の方よりも

有意に高かった。 
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考察 

本研究では、福島第一原子力発電所事故の被災地において、地元病院が実施した企業

介入型の健康増進プログラムに参加した、健康な男性除染作業員 123人の生活習慣病

の有病率について調査を行なった。その結果、健康な一般男性除染作業員の年齢調整

後の脂質異常症と肥満の有病率は、国民に比べて有意に高いことが明らかになった。

一方、除染作業員の高血圧症および糖尿病の有病率は、日本の一般男性人口と同程度

であった。生活習慣病と肥満の有病率については、労働者の階層（出稼ぎと地元）、配

偶者の有無、低〜高 SESの間に統計的に有意な差は認められなかった。 

本研究では、除染作業員の居住地、配偶者の有無、教育レベルなどの社会的背景によ

って、生活活習慣病や肥満の有病率に明らかな差は認められなかった。我々の先行研

究では、除染作業員の SESは全体的に低い可能性が指摘されていたが[15]、SESの主

要な要素である教育レベルについては、本研究の参加者のうち 17.1％が中学以下の教

育レベルであり、これは 2012年の国勢調査データによる日本人一般人口（18.8％）と

同等であった[19]。しかし、この結果を基に、除染作業員の社会的背景によって健康

状態に差がないとは考えにくい。むしろ、この結果は、本研究に参加した除染作業員

の SESが、研究参加者の数が少ないことや、本研究の対象とした除染作業員の技能の

特殊性などにより、相対的に高かった可能性がある。また、除染作業員の社会的要因

以外では、食生活や睡眠習慣などの生活環境の激変が出稼ぎ労働者の健康状態を悪化

させる可能性が指摘されているが、本研究では質問票のスペースが限られていたた

め、これらの要因は評価することはできなかった。 

本研究の参加者の社会的背景は、一般的な除染作業員の社会的背景と比較して、比較

的良好であった。しかしそのような状況に関わらず、肥満や脂質異常症の有病率、飲

酒者や喫煙者の割合は、一般の日本人に比べて有意に高かった。さらに，本研究の健

康な男性除染作業員における生活習慣病のリスクを高める飲酒者と現喫煙者の割合

（それぞれ 52.0％と 68.3％）は，2016年の国民健康栄養調査で報告された日本の男性

一般集団における割合（それぞれ 14.6％と 30.2％）よりも高かった[17]。これらの結

果は、入院中の除染作業員に高リスクの飲酒・喫煙習慣が多いことを報告した先行研

究の結果と一致するが、本研究の参加者はその集団に比べると SESは有意に高かった

[15]。過去の研究からは除染作業員の単身赴任や共同生活という社会的背景が、食生

活悪化や低い運動習慣と関連し、生活習慣病の発症に関連している可能性が示唆され

ている[14, 15]。一方で今回の社会的背景が比較的良いにもかからず生活習慣病の有病

率が高いという結果を考慮すると、除染作業員では、社会的背景のみならず、食生活

を含む生活習慣の選択(例：飲食店やコンビニエンスストアでバランスの良い食事を選

択する)が一般の人々に比べ不得意なために、生活習慣病の発症につながっている可能

性が考えられる。 
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現在、除染作業員のような健康被害のリスクがある低 SESの労働者に対する健康管

理介入の実施には障壁がある。我々のプロジェクトでは、当初、福島県の除染事業員

を対象に、自治体の協力を得て健康増進プログラムや健康介入を実施することを目指

していた。しかし、除染に関わる企業の多くは、除染作業員の健康管理が適切に行わ

れていないことが露呈することを懸念して、調査への参加を拒否した可能性がある。

実際、除染作業員を雇っていた企業が、自社の従業員の健康管理の甘さを露呈するこ

とを恐れてか、業務上の怪我を隠したという事例が報告されている[20]。そのため、

今回の調査では、十分な安全衛生管理体制が整っている企業のみを対象とした可能性

がある。注目すべきは、今回の調査に協力してくれた建設会社が、従業員の健康増進

プログラムの実施に同意してくれたことで、これは他の企業に比べて優れた健康管理

と安全対策が行われていることの証左と言える。このことは、従業員の環境整備にも

反映されていると考えられる。以上のことから、今回の調査結果に基づいて除染作業

員の一般的な健康状態を評価する場合には、慎重な検討が必要であると考えられる。

被災地の医療資源が限られていることを考えると、被災地に移動する除染作業員の健

康状態が悪いことは、その地域のすでに乏しい医療資源にさらなる負担をかける可能

性がある。除染作業員の一般的な健康状態を評価し、職業上の健康管理システムの開

発を促進するためには、さらなる調査が必要である。 

我々の知る限り、本研究は入院した状態ではない労働可能な除染作業員の健康状態を

調査した初めての研究である。とはいえ、本研究にはいくつかの限界がある。まず、

本研究の結果は選択バイアスの影響を受けている可能性がある。本研究は、健康増進

プログラムへの参加に同意し、従業員のプログラム参加を認めている建設会社に雇用

されている労働者を対象に実施された。この研究の参加者は、同じ地域の他の除染作

業員よりも健康で、健康意識が高かった可能性がある。病院で健康診断を受けたすべ

ての除染作業員のデータを分析することができれば、将来的にはこの問題に対処でき

る可能性がある。第二に、健康診断の結果が得られない参加者がいたため、生活習慣

病のいくつかのケースが見落とされた可能性がある。第 3に、サンプル数が少なすぎ

て、参加者の多くが出稼ぎ作業員であった。第 4に、本研究は横断研究であり、介入

の前後や除染開始の前後で飲酒率や喫煙率を比較することはできなかった。最後に、

本研究では SESの評価軸として教育水準を採用した。過去の研究でも教育水準を SES

の評価軸として採用している論文が数多く存在するが、それが実際に除染作業員の

SESを評価するために適切かどうかは議論の余地がある。今後は、現地作業員と出稼

ぎ作業員の数を調整した上で、より多くの参加者がいる環境で研究を行うことが望ま

しい。 

結論として、福島第一原子力発電所事故後に健康相談プログラムに参加した除染作業

員では、研究参加者の SESが比較的高かったにもかかわらず、肥満と脂質異常症の有

病率が一般人口よりも有意に高かった。今回の結果から、除染作業員は元々の健康状
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態や生活習慣が原因で、生活習慣病発症のリスクが高い可能性が示唆され、健康状態

の継続的なモニタリングが必要であると考えられる。 
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図説明 

図 1：福島第一原子力発電所の所在地、南相馬市、福島県の各地域の位置関係を示し

ている。浜通り地方は海岸沿いの地域、会津地方は最も西に位置する内陸部、中通り

地方は県中央に位置し、県庁所在地の都市がある。 
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図および表 

図 1 福島第一原子力発電所と福島県の位置関係 
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表 1 

一般男性除染作業員 123人の特性 

特徴   全参加者 (n = 123) 

年齢、中央値(範囲), 歳   48 ( 19–72 ) 

年齢分布     

  ≦19 4 3.3% 

  20-29 13 10.6% 

  30-39 18 14.6% 

  40-49 31 25.2% 

  50-59 24 19.5% 

  60-69 32 26.0% 

  ≧70 1 0.8% 

出身     

  現地† 23 18.7% 

  出稼ぎ 100 81.3% 

アルコール     

  飲酒者 93 75.6% 

  高リスクな飲酒者 64 52.0% 

  無回答 2 1.6% 

喫煙者     

  現喫煙者 84 68.3% 

  15本/日以上の喫煙者 77 62.6% 

  無回答 1 0.8% 

婚姻状況     

  未婚†† 65 52.8% 

  結婚 53 43.1% 

  無回答 5 4.1% 

教育水準＊     

  低 21 17.1% 

  中 72 58.5% 

  高 28 22.8% 
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  無回答 2 1.6% 

Body Mass Index (BMI)    

  肥満(≥ 30.0 kg/m2) 14 11.4% 

  超過体重 (≥ 25.0 kg/m2) 60 48.8% 

健康診断結果あり 106 86.2% 

† 地元出身者とは、福島県の浜通りまたは中通り地域出身の労働者を指す。 

†† 離婚した人、未婚の人。 

† 離婚した人、未婚の人 ＊ 学歴は、9年以下の「低」（中学校）、10～12年の「中」（高校・

高専）、13年以上の「高」（大学）の 3段階に分類した。  
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表 2-1 

一般除染作業員 123人における社会歴による年齢の四分位図 

 25 percentiles 50 percentiles 75 percentiles 

全参加者 (n=123) 38 48 60 

地元作業員 (n=23) 41 57 62 
出稼ぎ作業員(n=100) 37 47 58.75 

未婚 (n=65) 27 45 54.5 
結婚(n=53) 45 56 62 

低 (n=21) 42 55 62.5 
中(n=72) 37 47 58.75 
高(n=28) 37.25 47.5 57.75 

 

表 2-2 

一般男性除染作業員 123人における生活習慣病および肥満の有病率 

  高血圧 脂質異常症 糖尿病 肥満 
全参加者 (n=123) 42 34.1% 42 34.1% 14 11.4% 60 48.8% 
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地元作業員 (n=23) 11 47.8% 8 34.7% 2 8.7% 14 60.9% 
出稼ぎ作業員(n=100) 31 31.0% 34 34.0% 12 12.0% 46 46.00% 
Pearsonカイ二乗検定   p=0.1249   p=0.9431   p=0.6103   p=0.1983 
未婚 (n=65) 19 29.2% 20 30.8% 5 7.7% 30 46.1% 
結婚 (n=53) 21 39.6% 22 41.5% 8 15.1% 29 54.7% 
Pearsonカイ二乗検定   p=0.2355   p=0.2255   p=0.2015   p=0.3548 
低 (n=21) 8 38.0% 7 33.3% 3 14.3% 11 52.3% 
中(n=72) 26 36.1% 24 33.3% 5 6.9% 40 55.6% 
高(n=28) 8 28.6% 11 39.2% 6 21.4% 9 32.1% 
Pearsonカイ二乗検定   p=0.7283   p=0.8452   p=0.1155   p=0.1054 
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表 3 

20-60歳代の男性除染作業員における生活習慣病および肥満の年齢調整有病率(n=118)† 

年代 全体数 高血圧 脂質異常症 糖尿病 肥満 
20–29 13 1 0 0 5 
30–39 18 2 7 4 10 
40–49 31 7 11 2 16 
50–59 24 15 11 4 14 
60–69 32 16 12 4 12 
租有病率  34.7  34.7  11.9  48.3  

年齢調整有病率(95% CI), %††  27.2 (20.1–34.4) 30.4 (22.6–38.2) 11.3 (5.5–17.1) 49.0 (39.0–58.9) 
年齢調整有病率(国民健康栄養調査) (95% CI), % *††  32.8 (31.1–34.5) 16.1 (14.5–17.6) 7.0 (6.2–7.7) 31.2 (29.9–32.5) 
年齢調整有病率の差(95% CI), %**  -5.6 (-12.9–1.8) 14.3 (6.4–22.2) 4.4 (-1.5–10.2) 17.7 (7.7–27.8) 

信頼区間 (CI) 
† 国民健康・栄養調査のデータには 20歳以上の人しか含まれていないため、4人の労働者を除外した。また、70歳以上の労働者 1人
のみを分析対象から除外した。 
†† 1985年モデルを用いて年齢調整を実施。 
* 国民健康栄養調査のデータ。 
** 本研究と国民健康・栄養調査の間の年齢調整済み有病率の差。 
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